
Ⅴ　関係資料

環境こだわり農産物認証制度（第13条～第20条）
●認証
●生産計画の認定・変更
●環境こだわり農産物の表示
●小分け業者による表示

県の責務（第３条）
●環境こだわり農業推進
施策の策定および実施

●市町村との連携、施策
の調整

農業者等、農業に関す
る団体の努力（第４条）
●環境こだわり農業の実施
に主体的に取り組むよう
努める

環境こだわり農業推進基本計画の策定（第７条）
●長期的目標 ●基本方針 ●施策の方向 ●その他必要事項

●環境こだわり農業推進基本計画の審議 ●環境こだわり農産物生産計画の審査

●環境こだわり農業実施協定の審議 (第26条・第27条)

滋賀県環境こだわり農業推進条例の体系

■目 的（第１条）
①より安全で安心な農産物を消費者へ供給する

②環境と調和のとれた農業生産の確保

（もって）↓
本県農業の健全な発展および琵琶湖等の環境保全に資する (大 目 的)

第１章 総 則

第２章 環境こだわり農業の推進に関する施策

環境こだわり農業営農技術指針の策定（第８条）
●化学合成農薬と化学肥料の使用量を削減する営農方法に関する事項
●たい肥等の適正な管理に関する事項
●農業排水の適正な管理に関する事項
●その他環境こだわり農業を行うに当たっての必要事項

広報・啓発等（第９条）

農業者等の取組の促進
（第10条）

●技術の修得に必要な情報提供

第５章 滋賀県環境こだわり農業審議会

●協定の締結(第23条)
●協定の記載事項
●協定の適合基準

第３章 環境こだわり農産物

第４章 環境こだわり農業の実施に関する協定

●環境こだわり農産物の情報提供
（第21条）

●環境こだわり農産物の県内消費
の促進 （第22条）

●県の
支援

(第24条）

●農業生産活動における自然循環機能の維持増進
●農業が琵琶湖等の環境に及ぼす負荷の低減

農産物販売業者の努力
（第５条）

●環境こだわり農産物の供
給が図られるよう努める

消費者の役割
（第６条）

●環境こだわり農業
の推進に積極的な
役割を努める

試験研究 （第11条）

●認証等の取消し
●報告および調査

農業者
(個人・法人)

知

事

☆協定期間：５年間
☆農薬・化学肥料 ５割以下
この基準によりがたい場合は別の基準

良好な景観形成等の推進施
策 （第12条）

(第１次目的)
●環境こだわり農産物の消費者への供給

■前 文
私たちは、この滋賀の地において、湖国の農業の健全な発展と琵琶湖等の環境を保全する

ことを目指し、化学的に合成された農薬や肥料の使用を削減するなど、環境への負荷を低減
し、農業の有する自然循環機能を高める新たな取組として、環境こだわり農業を私たち県民
が一体となって推進することを決意し、ここに滋賀県環境こだわり農業推進条例を制定する。
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環境こだわり農業技術の普及と環境こ

だわり農産物の生産拡大を推進します。

基本方針１：生産 

環境こだわり農産物の流通・販売を 

促進します。 

基本方針２：流通 

環境こだわり農産物の積極的な利

用を促進します。 

基本方針３：消費 

●環境こだわり米の作付面積割合 
…50％以上 

●流域単位での農業排水対策の取組面積
…17,860ha 

●環境に配慮した水稲品種の育成 
…1品種 

●「魚のゆりかご水田」など豊かな生きもの
を育む水田づくりに取り組む組織数 
…60組織 

●環境こだわり農産物コーナーを有する 

店舗数…10 店舗 

●環境こだわり農産物を利用した加工食品の

数…85 品目 

●環境こだわり農産物の認知度 

…50％ 

●給食に環境こだわり米を利用する 

市町数…19市町 

●環境こだわり農産物の生産振興 

●琵琶湖および周辺環境への負荷削減に

向けた取組の推進 

●生物多様性保全および地球温暖化防止

に向けた取組の推進 

●環境こだわり農産物の付加価値の向上 

●環境こだわり農産物の販路の拡大、販売

店の確保 

●加工食品での環境こだわり農産物の利

用促進 

●消費者へのPRと理解促進 

●飲食店等における利用拡大 

●環境こだわり農産物を用いた食育

の推進 

滋滋滋賀賀賀県県県環環環境境境こここだだだわわわりりり農農農業業業推推推進進進基基基本本本計計計画画画のののあああらららまままししし   

■策定の目的                                          （平成28年3月策定） 
滋賀県環境こだわり農業推進基本計画は、農業者や農業団体、農産物販売業者、消費者などが連携し、環境こ

だわり農業の実践や環境こだわり農産物の流通・利用を促進することで、琵琶湖等の環境と共生する農業が一層

広まることを目指して、推進の考え方や施策の方向を定めるものです。  
■計画の期間 

平成２8年度から平成３２年度までとします。 
 
■計画の概要 

環境こだわり農業の目指す姿（概ね10年後の姿）を示し、その実現に向け、「生産」、「流通」、「消費」の視点から

３つの基本方針を掲げるとともに、「生産」、「流通」、「消費」の連携した取組を推進します。また、それぞれに施策の

方向とその成果目標を設定しています。 

施
策
の
方
向 
成
果
目
標 

 

①県内の農業者等は、生産のあらゆる場面で環境こだわり農業技術を取り入れており、この結果、琵琶湖等の環境保

全に貢献しています。 

②農薬と化学肥料の使用量について、通常の栽培の半減からさらに削減した農産物づくりが進んでいます。 

③環境こだわり農産物の生産量と流通量が増え、季節ごとに色々な農産物が店頭に並んでいます。 

④県内および京阪神地域の消費者は、環境こだわり農産物の意味や内容を理解し、積極的に選んで購入しています。 

目指す姿（概ね 10 年後の姿） 

環境こだわり農業のさらなる推進のために、「生産」、「流通」、「消費」に関わる各主体の連携した取組を進めます。

各主体の連携した取組 

 ●生産、流通、消費を結ぶ取組 
●新たな分野との連携 

■各主体の取組 
環境こだわり農業をさらに進めていくため、それぞれの立場の県民が主体的に取り組むことが必要です。 

農業者等 農業団体 消費者等 農産物販売業者 

環境こだわり農業の実践
と環境こだわり農産物の
生産拡大を進めます。 

農業者が環境こだわり農
業にまとまって取り組め
るよう、組織化や指導・支
援を行います。 

施
策
の
方
向 

環境こだわり農産物を積
極的に取り扱うととも
に、生産と消費をつなぎ
ます。 

環境こだわり農業への理
解を深め、環境こだわり農
産物の積極的な利用に努
めます。 


